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7/28（火）のマイナンバーセミナーに多数ご参加いただき、ありがとうございました。 

今月号では、お問い合わせの多いマイナンバーの提供を受ける際の本人確認方法の 

具体例についてご紹介します。 

 

 

対面により個人番号の提供を受ける場合で、個人番号カー 

ドの提示を受ける方法。 

・個人番号カードの裏面に記載された個人番号により番号 

確認、表面に記載された個人識別事項（氏名及び住所 

又は生年月日）及び顔写真で身元（実在）確認。 

・個人番号カードについて、写しを保管することは義務 

付けられていません。写しを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。 

 

 

対面により個人番号の提供を受ける場合で、通知カードと 

身元（実在）確認書類として運転免許証などの写真表示の 

ある書類の提示を受ける方法。 

・通知カードで番号確認、運転免許証などの写真表示のある 

書類で身元（実在）確認を行います。通知カードは身元 

（実在）確認書類としては使用できません。 

・他の身元（実在）確認書類には、住民基本台帳カード（交付を受けている者の写真が表示されて

いるもの）、運転経歴証明書（交付年月日が平成二十四年四月一日以降のもの）、旅券、在留カ

ード、写真付き学生証や写真付き資格証明書などがあります。 

・提示を受けた通知カードや運転免許証について、写しを保管することは義務付けられていません。

写しを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。 

 

 

対面により個人番号の提供を受ける場合で、通知カードと 

身元（実在）確認書類として写真表示のない書類の提示を 

受ける方法。 

・通知カードで番号を確認、健康保険証と年金手帳等で 

身元（実在）確認を行います。 

・写真付身分証明書の提示が困難な場合には、その他以下の 

書類等のうち、いずれか２つ以上の提示でも可能です。 

国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、児童扶養手当証書、

特別児童扶養手当証書、印鑑登録証明書等 

・提示を受けた通知カードや健康保険の被保険者証などについて、写しを保管することは義務付け

られていません。写しを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。 

具体例１ ： 対面で個人番号の提供を受ける場合① 

具体例 2 ： 対面で個人番号の提供を受ける場合② 

具体例 3 ： 対面で個人番号の提供を受ける場合③ 

年金手帳 
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従業員が勤務先に給与所得者の扶養控除等（異動）申告書を提出する際に、勤務先のとりまとめ担

当者が知覚により従業員の身元（実在）確認を行う方法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国税太郎さんの場合、採用時などに番号法や税法で定めるもの等と同程度の本人確認書類（運転

免許証、写真付き学生証等）による確認を行っている必要があります。 

・従業員の国税太郎さんは、自宅で妻（控除対象配偶者）である国税花子さんの通知カードにより

個人番号を把握（確認）します。国税花子さんは国税太郎さんの配偶者であり「知覚」（見て判

断）することにより本人に相違ないことが判断できますので、国税花子さんから身元（実在）確

認書類の提示を求める必要はありません。 

・日頃から国税太郎さんと同じ部署で仕事をしているとりまとめ担当者は、入社時に国税太郎さん

の本人確認をしていることから、「知覚」（見て判断）することにより本人に相違ないことが判

断できますので、国税太郎さんから身元（実在）確認書類の提示を求める必要はありません。 

給与所得者の扶養控除等（異動）申告書には、国税太郎さんと国税花子さんの個人番号が記載さ

れていますが、国税花子さんの個人番号は国税太郎さんが自宅で確認済ですので、とりまとめ担

当者は、国税太郎さんの通知カードの提示等により国税太郎さんの個人番号のみ確認します。 

 

 

イメージデータ化した本人確認書類をメールにより送信することで、個人番号の提供を受ける方法。 

・個人番号カードの表面で身元（実在） 

確認、裏面で番号確認を行いますので 

個人番号カードの両面を撮影して送信 

します（個人番号カードがない場合は 

番号確認書類及び身元（実在）確認 

書類の送信が必要となります。）。 

・スキャナを使用してイメージデータ化した本人確認書類をパソコンから送信する方法も可能です。 

・継続的な契約関係にある場合には、上記手続により提供を受けた個人番号（特定個人情報）を保

管することにより、次回以降も利用することが可能であり（個人番号を保管する場合には、安全

管理措置を適切に講ずる必要があります。）、改めて個人番号の提供を受ける必要はありません

（税法上、個人番号の告知を受ける必要があるとされている場合を除く。） 

・メールによる送受信の際の情報漏えいのリスクに対し、必要な措置を講ずる必要があります。 

具体例 4 ： 知覚による身元（実在）確認 

具体例 5 ： メールにより個人番号の提供を受ける場合の本人確認 
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国民年金の第３号被保険者の届出では、従業員の配偶者（第３号被保険者）本人が事業主に対し

て届出を行うので、事業主が当該配偶者の本人確認を行う必要がある。 

従業員が配偶者（第３号被保険者）の代理人となり、事業主に届出を行う方法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・従業員が配偶者に代わって事業主に届出をすることが想定されるが、その場合は、従業員が配

偶者の代理人として個人番号を提供することになるので、配偶者は、委任状と通知カード等の

写しを代理人（従業員本人）に渡し、事業主は代理人（従業員本人）の身元（実在）の確認を

行わなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体例 6 ： 国民年金第３号被保険者の本人確認 

 

従業員の配偶者 

（国民年金第３号被保険者）

 
従業員 

（代理人） 

委任状 
 
受任者 国税太郎 
上記の者を受任者

として・・・ 
 
国税 花子 ㊞ 

知覚で配偶者の 

本人確認 

通知カード 

個人番 23456789012

氏名 国税花子 

住所 横浜市○○○

総務人事担当者 

（事業主） 

  
通知カード 

個人番 23456789012

氏名 国税花子 

住所 横浜市○○○

委任状 
 
受任者 国税太郎 
上記の者を受任者

として・・・ 
 
国税 花子 ㊞ 

 

 

セミナー配布資料（マイナンバー安心キット）をご希望の顧問先企業様はエール担当者までご連

絡下さい。安心キット（CD-R）につきましては、特別付録「マイナンバー対応マニュアル」を入れて

１枚 5,400 円（税込）でご提供させていただいております。申込み後１週間程度で送付致します。 

2015.7.28（火） 

マイナンバー対応続編＆最新助成金セミナー

多数のご参加、ありがとうございました。 
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たが、今年は

いました。し

しょう。でも

１回も負けら

さが本当にカ

（もちろんプ

も野球を見る

たくさんあり

白球を一生懸

業のお知

日（水）

ら平常通り業

社

」

業

8 月 2

9 月

10 月

あい

横浜

＜労

スト

弊社社

の具体

関心を

しい季節がや

用してこの夏

お盆に旅行

ある方もいら

に演奏する「

は高橋純平君

しかし予選で

もきっとプロ

られないとい

カッコイイで

プロ野球も好

る方が増えて

り、 

懸命追いかけ

知らせ 

～16 日

業務を行いま

今月のコラム

可児が担当し

25 日（火）1

15 日（火）1

5 日（木）1

いおいニッセ

浜ﾋﾞﾙ 8 階会議

労働安全衛生

レス診断義

社会保険労務

体的な内容に

をお持ちの企

やってきまし

夏も乗り切り

行へ行く方な

らっしゃるか

突撃のテーマ

君というピッ

で負けてしま

ロで活躍 

いう戦いが 

です。 

好きです） 

ています。 

ける姿も、 

日（日） 

ます。 

ムは、

します

13：30～  

13：30～ 

13：30～  

セイ同和損害

議室にて 

生法改正対策

義務化に伴う

務士 滝瀬仁志

について」のテ

企業様はお声掛

した。室内に

りましょう！

などいらっし

かもしれませ

マ」は一番盛

チャーがプ

まいました。

 

 

害保険 

策セミナー＞

う企業の課題

志が、「労働安

テーマで登壇し

掛下さい。 

いても熱中症

 

ゃると思いま

せんが、甲子園

盛り上がるの

ロのスカウ

彼は故障して

＞ 

題と対策 

安全衛生法改

します。 

症に

ます

園出

ので、

トか

てい

改正


